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でなければならないわけで、その際に ISO22000の「7.4 ハザード分析」で確認すること
が求められているのである。 
 
５．日本における前提条件プログラムの例と ISO/TS22002-1 
 
実は、日本では、厚生省（現厚生労働省）が中心となり、昭和５０年代から多くの衛生

管理の規範類、いわゆる「前提条件プログラム」が作られてきたのである。代表的なもの

を「表－３」に示した。これにより、ISO/TS22002-1 の要求事項を自社で具体化する際の
参考とすることができる。これらは ISO/TS22002-1と比較すると、個々の製品ごとに制定
されているのでより具体的であり、大変に有用なものである。該当する製品ば直ちに活用

できるし、該当する製品でなくとも建屋の管理などでは直接活用できる有用な情報がある。 
 

表－３ 日本における衛生管理に関する規範類 
衛生規範類の名称 

食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン） 

（平成１６年２月２７日食安発第 0227012 号） 

 （最終改正平成 20 年 4 月 22 日） 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

（平成 9年 3 月 24 日衛食第 85 号別添） 

（最終改正：平成 24 年５月 18 日食安発 0518 第１号） 

弁当及びそうざいの衛生規範 

（昭和 54 年６月 29 日 環食第 161 号） 

（第３次改正〔平成７年 10 月 12 日衛食第 188 号・衛乳第 211 号・衛化第 119 号〕 

漬物の衛生規範の衛生規範 

（昭和 56 年９月 24 日 環食第 214 号） 

（第２次改正〔平成７年 10 月 12 日衛食第 188 号・衛乳第 211 号・衛化第 119 号〕 

洋生菓子の衛生規範 

(昭和五八年三月三一日) (環食第五四号) 

(改正平成 7年 10 月 12 日衛食第 188 号・衛乳第 211 号・衛化第 119 号） 

セントラルキッチン／カミサリー・システムの衛生規範 

（昭和 62 年１月 20 日 衛食第６号） 

（第１次改正〔平成５年 11 月 29 日衛食第 156 号〕 

生めん類の衛生規範 

（平成３年４月 25 日 衛食第 61 号） 

（第２次改正〔平成７年 10 月 12 日衛食第 188 号・衛乳第 211 号・衛化第 119 号〕 

 
６．FSSC22000の要求事項  
  
FSSC22000は 3分冊の要求事項からなっている。そのうち、認証を受ける組織に求められ
る要求事項は「PartⅠ」である。「PartⅡ」は認証機関への要求事項であり、「PartⅢ」は
認定機関に関する要求事項である。


